
財政融資資金の管内地方公共団体向け貸付状況について

財政融資資金とは、国債の一種である財投債の発行により国が金融市場から直接調達し、地方公共団体等が行
う事業に活用される資金です。

北海道財務局小樽出張所では、地方公共団体が学校、病院、道路等の建設や、上・下水道等を整備するために
必要な資金の貸付けを行い、地域の活性化に役立てて頂いております。

・令和4年度新規貸付額は、 131.0億円（前年度比18.6億円増加）

・令和4年度末貸付残高は、1 , 203.6億円（前年度比 8.3億円減少）

※当トピックスで取り扱うデータについては、数字の単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

【お問い合わせ】北海道財務局小樽出張所財務課

（代表）0134-23-4103

トピックス

令和5年9月7日
北海道財務局小樽出張所
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１．令和４年度の新規貸付について
新規貸付額の推移

新規貸付額は131.0億円となり、前年度に比べて18.6億円（16.5%）
増加しました。

事業別新規貸付額

前年度に比べ、事業区分別の金額でみると、
「臨時財政対策債」は3.5億円（16.9%）減少したものの、「過疎対策
事業」が14.1億円（22.8%）、「下水道事業」が4.3億円（76.2%）増
加するなど、多くの事業で増加しました。

また、貸付額割合は、「過疎対策事業」が58.2％を占め、次いで「臨
時財政対策債」が13.0%、「水道事業」が7.9%などとなっています。

事業別新規貸付額の割合（億円）

増減額（億円） 増減率（％）

76.3 14.1 22.8
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく、過疎地域
持続的発展計画に基づいて行う事業

17.1 ▲ 3.5 ▲ 16.9 地方財政収支の不足額を補うために特別に認められた地方債

10.3 2.8 37.5 配水管や浄水場、ポンプ場などの整備

10.0 4.3 76.2 下水管や終末処理場、ポンプ場などの整備

6.4 1.8 38.8 公共的施設に恵まれない辺地の生活文化水準向上を図る施設等の整備

3.8 1.6 75.2 病院・介護施設や職員宿舎の建設、医療・介護機器の整備

3.6 3.5 37.5倍 公営住宅の整備

2.1 0.4 24.6 道路・公園・河川・港湾などの整備

1.5 ▲ 6.6 ▲ 81.6 防災・減災・国土強靭化緊急対策事業、災害復旧事業等

131.0 18.6 16.5合計

事業区分
貸付実績額

（億円）

その他

公共事業等

主な用途
対前年度比
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過疎対策事業債の新規貸付額の推移

<過疎対策事業債とは>

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づく過疎
地域の市町村（過疎団体）が、過疎地域持続的発展計画に基づいて行
う事業の財源として、特別に発行が認められた地方債です。
※元利償還金の70%を交付税措置

過疎地域の市町村では、地域の持続的発展のための事業に対して過
疎対策事業債の活用が可能となっています。

後志管内では、20市町村のうち17団体が過疎団体に指定されてい
ます。

<過疎対策事業債の用途>
大きく2種類に分けられます。

●ハード事業
病院や上下水道などの公的施設の整備や除雪機械の購入等

●ソフト事業
地方公共団体が実施する「移住・定住促進事業」や「子育て支援事

業」等

過疎対策事業債を活用した主な事例

黒松内町：学校給食センター

整備事業（R4年度貸付）

古平町：複合施設「かなえーる」

建設事業(R2～R4年度貸付)

（写真提供：黒松内町） （写真提供：古平町）
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２．令和４年度の新規貸付について（過疎対策事業）

過疎対策事業債の新規貸付額は76.3億円となり、前年度に比べて
14.1億円（22.8％）増加しました。
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貸付残高の推移

事業別貸付残高 事業別貸付残高の割合

過疎対策事業
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公共事業等 1.9%
その他 2.1%

事業区分別の割合でみると、
過疎対策事業（509.0億円）が最も多く、臨時財政対策債（235.2億円）
と合わせると全体の約6割（61.8%）を占めています。

次いで、水道事業（12.9%）、下水道事業（10.4%）、公営住宅建設
事業（5.5%）の順となっています。

（億円）

事業区分 貸付額

過疎対策事業 509.0
臨時財政対策債 235.2
水道事業 155.7
下水道事業 124.7
公営住宅建設事業 66.2
辺地対策事業 33.0
病院・介護サービス事業 30.9
公共事業等 23.2
その他 25.8
合計 1,203.6

３．令和４年度末の貸付残高について

貸付残高は1,203.6億円となり、前年度に比べて8.3億円（0.7％）
減少しました。


